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   開     議 

 

 

○渋谷佐輔議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員は、９番、梅津

善之議員、13番、蒲生光男議員の２名でありま

す。よって、ただいまの出席議員は定足数に達

しております。 

 なお、金子 剛子育て推進課長が本日並びに

明日の会議に欠席のため、鈴木敏久子育て推進

課補佐が出席しておりますので、ご報告いたし

ます。 

 また、平 進介議員から、資料の配付につい

て申し出があり、会議規則第150条の規定によ

り許可いたしましたので、ご報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

２号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 日程第１、市政一般に関する質

問を行います。 

 なお、質問の時間は答弁を含めて60分以内と

なっておりますので、ご協力をお願いいたしま

す。 

 それでは順次、ご指名いたします。 

 

 

 平 進介議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 順位１番、議席番号５番、平 

進介議員。 

  （５番平 進介議員登壇） 

○５番 平 進介議員 おはようございます。 

 今定例会の一般質問から質問の方法が２つと

なりました。試行的ではありますが、一つは従

来の一括質問一括答弁方式、そして２つ目は今

回から新たに加わりました１回目から質問項目

ごとに答弁を行う一問一答方式であります。ど

ちらを選ぶかは各議員の選択制となりました。

私は私の思いと提言をしっかりと述べさせてい

ただくという意味で、これまでの方式である一

括質問一括答弁方式で行います。 

 いずれにしましても、議会の活性化により市

民福祉の向上につながることが目的であります

ので、そのことをしっかりと心にとめて、議員

活動に邁進したいと考えております。 

 このたびの質問につきましては、長井マラソ

ンの事故対応について、並びに地域防災力の向

上を目指しての２点についてであります。順次

質問をいたしますので、当局の簡潔明瞭、そし

て前向きな答弁をお願いいたします。 

 それでは、初めに１点目の長井マラソンの事

故対応についてお伺いいたします。 

 去る10月16日の日曜日、第30回長井マラソン

大会が開催されました。今回はフルマラソンを

初め、ハーフマラソンや12.195キロメートルな

ど長井市の特色を生かしたコース設定などに、

北は北海道から南は九州まで、全国から923人

のエントリーがありました。特にフルマラソン

には、日本陸上競技連盟から認定を受けた公認

コースであるながい山の港町マラソンコースに

最大の642人がエントリーされました。ことし

は、公認となって３回目の大会となり、公認コ

ースとしての認知度も高まってきていると思い

ます。 

 教育委員会からの報告によれば、公認コース

であるフルマラソンとハーフマラソンのスター

ト位置を誤り、48メートル手前からスタートさ

せてしまったとのことでありました。スタート
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直前にミスが判明したにもかかわらず、そのま

まスタートしてしまったことは非常に残念なこ

とであります。 

 本大会は、長井市、長井市教育委員会及び西

置賜地区陸上競技協会が主催し、大会実行委員

会、会長には長井市長がなられております、を

組織、主管し、その事務局を生涯スポーツ課が

担当、また大会運営委員会を組織し、企画、準

備等を行って運営しているとのことであります。 

 私は去る11月16日開催の市議会全員協議会で

の報告の中で、フルマラソンとハーフマラソン

のスタート地点を誤ってしまったにもかかわら

ず、フルマラソンにエントリーされた方にのみ

謝罪文をお送りしたというその対応等に疑問を

感じますので、以下の点について、順次お聞き

をいたします。 

 初めに、事故が発生した原因についてお聞き

いたします。 

 まず、生涯スポーツ課長には、このたびの種

目と参加料、そしてエントリー者数、また遠距

離からのエントリーがどの程度あったのかにつ

いてお聞きいたします。また、事故が起こった

際のその場の対応状況など、どのようにして誤

ったスタートをしてしまったのか、発生原因に

ついてお聞きいたします。 

 次に、（２）の市の対応は十分かについてお

聞きをいたします。 

 フルマラソンにエントリーされた方にのみ謝

罪文をお送りしたということでありますが、報

告によれば、ハーフマラソンもフルマラソンと

同時にスタートさせたということであり、ハー

フマラソンについても距離が短かったというこ

とになるわけで、ハーフマラソンに参加された

方にも謝罪文をお送りするのが一般的でないか

と考えるわけですが、主催者としてこのたびの

判断で十分とお考えなのか、大会実行委員会会

長である市長にお伺いいたします。 

 また、10月16日の大会から、事故対応を協議

するための関係者協議が20日の午後で、さらに

マスコミ発表が28日というこの時間の経過につ

いて、対応が遅いのではという指摘が随分聞か

れますが、どのように捉えておられるのか、教

育長にお聞きをいたします。 

 また、11月16日の市議会全員協議会での報告

では、大会は成立したという教育委員会の認識

でありましたが、結果的に公認コースとしての

距離を満たさず、公認記録として認定されない

大会を成立したと捉えることに対して、公認の

大会であることの認識が大きく欠如しているの

ではと感じます。教育委員会の大会は成立した

という判断には非常に違和感があるのですが、

成立したという判断の根拠について教育長にお

聞きいたします。 

 この項では最後の質問となりますが、（４）

の全国の事故対応を例にせず、長井市独自の信

頼回復を図るべきではについてお聞きをいたし

ます。 

 私も行政経験をしてまいりましたが、その中

で残念なことではありますが、記者会見などの

謝罪の場にも立ち合わせていただいたことがあ

ります。その中で大切なことは、いかに信頼回

復を図るかという点でありました。 

 事故や事件を未然に阻止する態勢とともにリ

スク管理が求められており、どこの組織でも腐

心しているものの一つだろうと思います。しか

しながら、発生してしまった事故等については、

覆水盆に返らずで取り返しがつきません。です

から、その後の対応をどう図るかによって、そ

の組織への見方や報道が変わってくるのだと思

います。 

 このたびの事故に対する対応が、時間的に見

てもその内容的に見ても、信頼回復に向けたも

のとは言いがたいと感じております。長井市は、

交流人口を拡大しながらまちづくりを進めよう

としております。その点では、長井マラソン大

会に参加される皆さんは、単に競技に参加され
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るだけでなく、長井の自然や文化に直接触れた

り、また市民との交流などを通して長井のよさ

を理解していただける大切なお客様だと思いま

す。参加された方々からの口コミも大きなＰＲ

の要素を持っているはずです。このたびの判断

にはおもてなしの心が欠如していないでしょう

か。 

 もし金銭面である程度信頼回復ができるので

あれば、ぜひ長井市独自の対応をして、来年も

長井のマラソンに友人を誘って参加しようとい

う気持ちに誘引できるような対応をしていただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。私は、

参加料を全額お返しするとともに、プラスアル

ファすべきではないかと考えるのですが、いか

がでしょうか。市長にお伺いいたします。 

 次に、２点目であります地域防災力の向上を

目指してについてお伺いいたします。 

 （１）の防災、消防、上水道一体となった整

備計画の策定については、昨年６月、議員とな

って初めて行った一般質問で取り上げた項目で

あります。昨年の質問の要旨は、水道事業の拡

充により消火栓の整備が充実してきており、市

民の皆様に安心感を与えているという点では大

変いいことであるが、布設されている水道管の

口径を含めた整備状況と消防で必要とする水利

基準との関係で問題や課題はないのか、こうし

た点を関係機関が一体となって協議し、安全安

心の整備に向けて将来的な整備計画を立ててい

くべきであるという、目に見えない部分からの

安全・安心対策を提言させていただきました。 

 そのときの市長の答弁は「災害にも強い安

全・安心なまちづくりは、市民にとっても、移

住定住する上で必要な要素でございます。消火

栓や防火水槽等の消防活動を行う際の水利施設、

いわゆる消防水利は、消防、防災の面で必要不

可欠な施設でもございます」。中略いたします。

「まずは現状の問題の洗い出しを行いまして、

その上で関係機関、部署等が一体となった整備

の場を含めて検討してまいりたいというふうに

思います」というものでした。その後の対応に

ついてどのように進めてこられたのか、防災の

主管課である総務課長にお聞きをいたします。 

 次に、（２）の総合防災訓練の見直しの必要

性についてであります。 

 本年10月、創生会で会派研修を行いました。

宮城県内を中心に１泊２日の行程ながら視察箇

所は９カ所と、スケジュールも内容もボリュー

ムたっぷりの研修でありました。特に、泡渕地

方創生参事には、東日本大震災後に復興庁宮城

復興局の職員として４年以上にわたり被災地復

興に尽力されてきた経験をもとに、石巻市や北

上市など多くの施設や場所をご案内いただき、

とても有意義な研修をさせていただきました。 

 その中の一つに、石巻市の旧大川小学校をご

案内いただきました。旧大川小学校は、皆さん

もご存じのことと思いますが、東日本大震災に

より多くの児童、教職員が犠牲となった学校で

あります。北上川河口から約４キロの川沿いに

位置する大川小学校は、押し寄せる津波により

全国児童108人の約７割の74人が、教職員は13

人のうち10人が死亡、行方不明となり、津波の

被害と言われました。まさに廃墟となった学校

は、津波の猛威を伝える震災遺構として保存が

決定され、近くに慰霊碑が建立され、訪れた

方々が次々に手を合わせておられました。私た

ちも慰霊碑に手を合わせ、ご冥福をお祈りさせ

ていただきました。 

 遺族が石巻市と宮城県を相手に訴訟を起こし、

このほど、仙台地方裁判所は学校側の過失を認

める判断を示しました。これに対し、石巻市と

宮城県は、この一審判決を不服として仙台高裁

に控訴しております。 

 現地を訪れてすぐに感じたことは、学校のす

ぐ近くに小高い杉林の山があることでありまし

た。校長が不在の中での学校の判断は、北上川

の堤防付近への避難でした。その途中で津波に
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遭遇し、のみ込まれてしまったものであります。

なぜ裏山に逃げなかったのだろうと思われるほ

ど近くに山がありました。 

 さて、本年10月２日に長井市総合防災訓練が

西根小学校を会場に開催され、多くの団体が訓

練に参加するとともに、西根小学校の児童も煙

体験や消火訓練、災害用伝言ダイヤルの体験を

行うなどさまざまな訓練、そして体験が繰り広

げられました。 

 そこで、地方創生参事にお聞きをいたします。

泡渕参事は、先ほども申し上げましたが、復興

庁宮城復興局の職員として震災発生直後から携

わられ、４年以上にわたり復興に力を注がれた

わけでありますが、一方で、震災後の防災訓練

のあり方などについても各方面での取り組みを

見てこられたと思います。そうした視点から、

このたびの長井市総合防災訓練がどのように泡

渕参事の目に映られたのか、お聞きをいたしま

す。 

 できれば、来年度以降の総合防災訓練につい

て、泡渕参事の意見等を取り入れながら、より

実践的な防災訓練ができたらと思いますし、同

様に、小中学校における避難訓練を初めとする

防災訓練のあり方についても率直なご意見をお

聞かせいただきたいと思います。 

 次に、（３）のペットボトルの備蓄について

お聞きをいたします。 

 西根小学校での防災訓練に参加し、幾つか気

づいた点の一つにペットボトルがあります。体

育館に備蓄用品が並べられてありました。500

ミリリットルのペットボトルの製造地は九州で

ありました。長井市は、山紫水明の大変おいし

いペットボトルをつくっております。このペッ

トボトルを備蓄用にできないのでしょうか。 

 防災用備蓄物資について、総務課の資料によ

れば、飲料水として500ミリリットルのペット

ボトルを市内の小・中学校のほか生涯学習プラ

ザに合計1,200本備蓄しているとのことであり

ます。こうした500ミリリットルや２リットル、

またはもっと量の多いボトル等の製造について、

長井市内の企業等に依頼することは難しいので

しょうか。 

 「天然水100％の子育てライフながい」で子

育て世代を呼び込もうとする長井市にとって、

水というものをもっと積極的に活用することも

ＰＲしなければならないと思います。そうした

点で、ペットボトル製造も市内でできないもの

かと考えるのですが、いかがでしょうか。市長

にお伺いいたします。 

 次に、（４）の自主防災組織のヘルメット装

備についてお聞きをいたします。 

 西根小学校における総合防災訓練には、西根

地区内の自主防災組織も積極的に参加しておら

れました。そこで気になったのが、ヘルメット

の着用についてです。災害時は、天候が荒れて

いるときがほとんどですから、危険防止のため

のヘルメットの着用が不可欠だと思います。と

ころが、自主防災組織によってはヘルメットの

装備がなされていないところもありました。市

の資機材整備補助金や活動費補助金などの補助

制度を活用して整備してもらうということもあ

ると思いますが、行政として各自主防災組織に

ある程度のヘルメットを配備するということが

必要なのではないかと感じたところです。 

 このたび、市職員も災害用の活動服を整備さ

れるということで、９月定例会に補正予算が上

程されました。活動服については、消防や警察、

また県職員でもそれぞれ目立つものとなってい

ます。それぞれの組織が識別しやすいようにな

っているものであります。この点からいえば、

自主防災組織のヘルメットもそれぞれカラフル

であったほうが識別しやすく、一般住民の皆さ

んに安心感を与えることになるのではないかと

思います。また、同時に、夜間等の災害活動を

想定して、ＬＥＤヘッドライトも一緒に配備す

る必要があると思いますが、いかがでしょうか。
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市長にお伺いいたします。 

 次に、（５）の消防団資機材搬送車の整備状

況についてお聞きをいたします。 

 これにつきましては、内谷市長の英断により、

山形県内でも先駆的だと思いますが、手引きポ

ンプ庫に軽トラックを配備して、火災災害活動

はもとより、水害等の災害時にも土のうなどの

資機材を運搬するなど、広範囲かつ多用途に活

用すべく平成27年度と今年度の２カ年で整備計

画されているものであります。あわせて、ポン

プ庫の整備を図っております。今年度が整備計

画の最終年となりますが、２カ年の整備件数と

進捗状況について、消防主幹にお聞きをいたし

ます。 

 次に、最後の項目となりますが、（６）の将

来的に自主防災組織も資機材搬送車を運用でき

る制度改正をについて、お聞きをいたします。 

 このたび整備される資機材搬送車は、緊急車

両として登録される真っ赤な軽トラックであり、

当然、赤色灯も備えつけられております。この

運用は基本的に消防団員が行うことは当然だと

思います。 

 しかしながら、私は将来的に消防団員が減少

し、現在行われている消防団活動が難しくなる

ことも出てくるのではないかと思うわけです。

その場合に、自主防災組織もこのたび整備され

る赤い軽トラックである資機材搬送車を運用で

きるようにし、火災以外の災害、例えば水害や

土砂災害等に対する迅速な対応を図る必要があ

ると考えます。そうした資機材搬送車を消防団

以外の者が運用することについて、現行の制度

でどのような支障等が生じるのか、消防主幹に

お聞きをいたします。 

 また、制度改正が必要となるのであれば、早

い段階から改正要望をしておく必要があると思

います。幸いにして、安倍内閣総理大臣が会長

を務める中央防災会議の委員として、山形県消

防協会長である渡邉茂治山形市消防団長が日本

消防協会代表として就任されておられます。既

に３期目とお聞きしておりますが、そうした身

近な方が我が国の防災の根幹を協議するポジシ

ョンで活躍されておられるわけですから、ぜひ

さまざまな面で相談や要望をしておくべきでは

ないかと思うのですが、いかがでしょうか。自

主防災組織の資機材搬送車の運用も含めて、市

長にお伺いいたします。 

 以上お伺いし、壇上からの質問を終わります。

ご清聴ありがとうございました。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 おはようございます。 

 平 進介議員から２点につきまして、提言、

ご質問をいただきました。 

 まず最初に、長井マラソンの事故対応につい

てでございますが、ここでこの場をおかりしま

して、おわびを申し上げたいと思います。 

 10月16日に開催いたしました第30回長井マラ

ソン大会につきましては、フルマラソンのスタ

ート位置を誤り、公認コースの大会にならなか

ったこと、そして完走した97名の日本陸上競技

連盟登記登録者の記録が公認記録として登録で

きないということになってしまいました。市の

主催する事業においてこのような事故を起こし、

参加されたランナーの皆様初め、関係機関の皆

様に多大なご迷惑をおかけし、心から深くおわ

びを申し上げます。まことに申しわけございま

せんでした。また、市議会議員の皆様にもご心

配とご迷惑をおかけし、心からおわびを申し上

げる次第でございます。 

 この第30回を数える長井マラソン大会でござ

いますけれども、トライアスロンを愛好する長

井鉄人会を中心とした有志の皆さんが県内唯一

のフルマラソン大会を手づくりで開催したのが

始まりでございます。第１回大会は75名の参加

者でスタートしたと聞いております。その後、

参加者もふえ、また交通規制等の警察署との調

整、救護のための医師の配置等の安全対策から
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民間での運営は厳しくなり、平成25年度から依

頼によりまして市が主催する大会となったとこ

ろでございます。 

 平成26年度には、市制施行60周年を機にマラ

ソン大会コースの公認を取得し、昨年度から市、

教育委員会、西置賜陸上競技協会の主催、実行

委員会の主管で開催しております。しかし、そ

の運営組織、運営方法、これは予算を含みます

が、これらについては市が主催する大会、そし

て公認コースとなってからも従前のやり方を踏

襲しており、そのようなところにもこのたびの

事件発生の原因があったのではないかと反省し

てるところでございます。 

 そして、ことしは第30回という節目の大会で、

大会前の事前準備を重ね、予算の増額補正をさ

せていただき、参加者のお楽しみ賞の充実や申

込期限の延長、オリンピック３大会連続出場さ

れました弘山晴美さんや吉本興業のげんき～ず

の宇野けんたろうさんをゲストランナーとして

ご招待するなどしたことから、昨年の大会より

300人以上多い923名のエントリーをいただき、

実施したところでございます。 

 当日の大会運営についても、大会役員、競技

役員のほかにも南北中の生徒さんなど多くの

方々のご協力、250名のご協力いただきました。

また、沿道での応援、長井千人いも煮会でのお

もてなしなど、関係者の皆様、ボランティアの

皆様のご協力いただき、大会を実施し、参加者

に走っていただいたところです。 

 それが肝心のスタートの位置を誤ってしまい、

日本陸上競技連盟登記登録者97名の記録が公認

記録とならなかったわけでございますので、残

念でなりませんし、参加された方々には本当に

申しわけなく、深く反省しております。 

 最後になりますけれども、このたびの事故に

つきまして、本来は記者会見を開かせていただ

いて大会会長として参加者の皆様、市民の皆様

に深くおわびを申し上げるべきでございました

が、実行委員会、大会役員への私の誤った配慮

から、他の大会を見習い、記者会見を開かなか

ったことは二重の判断ミスと改めて陳謝を申し

上げる次第でございます。 

 今後はこの大会の経過などから、実行委員会、

大会役員の皆様と今後の信頼回復に向けていろ

いろ協議し、努力してまいりたいと思いますの

で、何とぞ議会の皆様からもいろいろご指導を

賜りたいと思います。まことに申しわけござい

ませんでした。 

 それで、私の答弁でございますが、まず最初

に市の対応は十分かということについてでござ

います。 

 ハーフマラソンにつきましては、フルマラソ

ンと同じ平成26年10月に公認を受けたコースが

ございます。平成26年の第28回大会で使用して

いるところです。このコースは、スタートはフ

ルマラソンと同じ位置でございますが、ゴール

はプラザ運動公園に入ってすぐの道路上という

ことになっておりまして、距離どおりといたし

ますと、競技場に入ることなくゴールいたしま

す。そのため、ハーフマラソンの参加者には大

変不評で、また、大会運営上もゴールが複数に

なること等を配慮いたしまして、ことしは非公

認とし、距離を延ばし、ハーフマラソンのゴー

ルも全ての競技と同じ陸上競技場トラック内１

カ所としたところでございます。 

 また、ハーフマラソンのスタートは、フルマ

ラソンと同時スタートで、フルマラソン参加者

の後ろからとしております。よって、ハーフマ

ラソンは非公認コースであり、距離も足りてい

ることから、公認レースであるフルマラソン参

加者のみの謝罪文の送付とさせていただいたと

ころでございます。 

 ２点目でございますが、全国の事故対応を例

にせず、長井市独自の信頼回復を図るべきでは

ないかというご提言でございます。このたびの

事故については、本当に申しわけなく、重ねて
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深く反省を申し上げたいと思います。 

 しかし、長井市独自の信頼回復ということに

つきましては、私どもでは参加料を返金するこ

とで信頼を回復するのではなく、これまでの対

応により、まずはご納得はいただけないまでも、

ご理解をいただき、これからは参加いただいた

方々に対しましては、来年以降の大会にも参加

していただけるような働きかけ、例えば来年度

の開催要項、申込書をお送りするまでの間に平

成29年シーズンの活躍や、けがなく１年走られ

ますことを祈念する応援メッセージをお送りす

る、例えば次回開催に対するアドバイスをいた

だくなどをさせていただき、こちら側の反省を

含めたそういった思いを伝え続けさせていただ

きたいというふうに考えております。 

 また、多くの方のご意見をお聞きしながら、

次回大会の、次回大会については参加料減免に

ついても検討していきたいと考えているところ

でございます。 

 あわせまして、今後の再発防止策の徹底はも

ちろんのこと、このたびのお叱りとともに、今

後の改善策や励ましの言葉もいただいておりま

すので、それらを重く受けとめまして、今後の

大会に生かしてまいりたいと思います。 

 また、長井マラソン大会の目的や目指すべき

姿を改めて検討、そして確認し、市が主催する

大会として運営組織、運営方法等の改善を図り、

よりよい大会としていくことで、信頼の回復を

努めてまいりたいと考えているところでござい

ます。 

 続きまして、２点目のご質問、ご提言でござ

いますが、地域防災力の向上を目指してという

項目のご提言でございます。私のほうからは、

ペットボトルの備蓄についてのご提言がござい

ました。 

 ぜひ長井市としてその製造を長井市内の企業

等でできないかということ等でございますけれ

ども、長井市で製造しております「長井 花の

しずく」は、100％超軟水の地下水で、ミネラ

ル分も大変豊富でおいしいペットボトルでござ

いますけれども、賞味期限が２年間と短いため、

残念ながら備蓄には適さないペットボトルでご

ざいます。 

 現在備蓄しておりますペットボトルの消費期

限は５年でございまして、この根拠につきまし

ては、長井盆地西縁断層帯を震源とする大地震

での想定避難者数が3,000名との県の調査に基

づきまして、１年600人分、500ミリリットルで

1,800本を５年で3,000人分、9,000本整備する

必要があるということから、その根拠にしてい

るところでございます。避難者１人当たり１日

で必要な水が500ミリリットルのペットボトル

３本と想定しております。 

 続きまして、ペットボトルの製造についてで

ございますが、最初、私ども、まず市内でそう

いった製造いただける企業を大分当たったんで

すが、残念ながら市内企業では製造技術、ノウ

ハウ、あるいは設備、機械ともなく、製造でき

ないという状況でございまして、現在「長井 

花のしずく」は、埼玉県秩父の業者に製造して

いただいてるところでございます。その業者で

は長井市の100％天然水で災害備蓄用の５年保

存水の製造が可能であるということでございま

すので、平成29年度からの委託製造を検討して

まいりたいと思っております。 

 なお、現在は埼玉県秩父でございますが、そ

の前は栃木県の業者さんにお願いしておったん

ですが、少し製造過程で課題があるんじゃない

かという判断から、違う業者さんのほうにお願

いしております。 

 さらには、自社工場といいますか、上下水道

課の水道事業の特別会計、企業会計でこれらを

設備投資しながらそういったラインをつくりた

いという長年の夢があるわけですけども、残念

ながら設備投資が建屋も建てなきゃいけないっ

ていうことで、１億円から２億円ぐらい想定し
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なきゃいけないと。そういった場合に、せっか

くつくったボトルドウオーターを流通として幾

らさばけるかという販路の部分からなかなかそ

こまで踏み切れない状況でございますが、現在、

県などと、あるいは土地改良区さんなんかと連

携しながら、首都圏の大きな生協さん等への交

渉をしておりまして、それらの状況などが実現

できれば、自社でつくるということも可能であ

るのかなというふうに思っておりまして、これ

は引き続き検討してまいりたいと思っておりま

す。 

 続きまして、この項の２点目でございますが、

自主防災組織のヘルメット装備についてでござ

います。 

 これは、平議員ご指摘のとおり、災害時は悪

天候のときがほとんどでございますから、危険

防止のためのヘルメットの着用は不可欠だとい

うふうに認識しております。現在、長井市内の

自主防災組織におきましては、自主防災組織活

動費補助金、防災資機材等整備事業費補助金を

活用していただき、市内100組織中、組織率、

おかげさまで95％ぐらいまで来て、あと３つ、

４つの組織だけがなかなか進まない状況でござ

いますけれども、うち18組織でヘルメットを装

備されておりますが、まだまだ十分でないとい

う現状でございます。 

 私ども市といたしましては、各自主防災組織

にある程度のヘルメットと夜間等の災害活動時

のＬＥＤのヘッドライトを配備する必要がある

のではというご指摘について、今後とも各自主

防災組織において、自主防災組織活動費補助金

や防災資機材等整備事業費補助金を活用いただ

くように、いろいろ働きかけをしていきたいと、

そして災害活動への装備を充実していきたいと

考えております。 

 なお、基本的な考え方なんですが、ようやく

市の職員約290名でしょうか、同じ制服という

ことをやっとそろえるようなことで今回出させ

ていただいたんですが、基本的に私ども東日本

大震災やらさまざまな自然災害での私ども学ん

だことっていうのは、やはりそういった災害時

はまずは自分の命は自分で守る、そしてまた周

り近所で助け合うという、いわゆる自主防災組

織の役割というのは大きいと思ってます。 

 それは平議員と認識は同じなんですが、一方

で、私どもも今まで行革の経験から、三助の精

神、自助、共助、扶助、公助ですね。というこ

とから考えますと、私どものほうで依頼があっ

て、それで補助金を出すとか検討するというこ

とではなくて、一方的に必要だろうということ

でそのものをみんなこちらから与えるという言

い方は失礼ですけども、そういったことでは、

やはりいざというときの地域での支え合いって

いうのは本当にできるのかというふうに思って

おりまして、したがいまして、私どもとしては、

もう既に18団体は自分たちのお金である程度負

担して行っていただいてますんで、それらにつ

いてなおお願いをしてまいりたいと思っており

ます。 

 最後になりますけども、将来的に自主防災組

織も資機材搬送車を運用できる制度改正につい

てということですが、これは平議員からありま

したように、県の消防協会の会長であり山形市

の消防団長の渡邉茂治氏については、私どもも

大変懇意にさせていただいて、いろいろご指導

いただいております。何と、中央防災会議の委

員ということは、大変我々山形県としても名誉

なことであり、そういった渡邉会長にいろんな

ことをご指導いただくということは、ぜひ積極

的にお願いしていくべきだと思ってます。 

 そこで、議員から提言のあった件でございま

すけれども、自主防災組織に緊急車両を配備す

るだけの予算を確保するということは難しいわ

けですが、特定の組織にだけ配備することもで

きないと。また、その車両を維持するための車

検や保険などいろいろさまざまなランニングコ
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ストを負担するということも私ども行政として

は厳しいというふうに思ってます。 

 もし市で購入する、そして配備するといった

場合は、その後の負担は自主防災組織で賄って

くださいというわけにはいかないだろうと。し

たがって、平議員は、消防団が運用できなくな

った、もしくは火災以外で運用することについ

て制度改正ということでご提案いただいてるわ

けでございますけれども、ご承知のとおり、現

行では消防団以外が消防車両を運用することは

認められていないということで、この部分を直

すべきだということだと思うんですけども、自

主防災組織で消防自動車の運用ができるように

なってしまいますと、これは誰でもが消防車両

を使えるということで、なかなかこれは難しい

のではないかなと。やっぱり消防車両っていう

のは、緊急車両ということでございますので、

これは議員もご存じだと思いますが、機能別消

防団員という制度がありますので、そういった

ことについてうまく活用して、議員からのご提

言というのはある程度対応できるのかなと思っ

ております。 

 これらについては、消防主管のほうから後ほ

ど説明いたさせたいというふうに思いますんで、

よろしくお願いいたします。 

 私のほうから以上でございます。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 先般の第30回長井マラソン大

会におきまして、フルマラソンのスタート位置

を誤りまして、公認記録とならなかったことに

つきまして、主催者の一人として改めましてお

わびを申し上げたいというふうに思います。ま

ことに申しわけございませんでした。 

 平議員からの質問でございますけれども、ま

ず、対応が遅いのではないかというご質問でご

ざいます。確かに、平議員ご指摘のとおり、公

表までに時間がかかってしまったことは事実で

あります。大変反省をしているところでありま

す。 

 時間がちょっとないものですが、対応の流れ

を簡単にお話し申し上げますと、10月の16日の

午後３時15分に大会は終了しているわけでござ

いますが、出発係の競技役員は、公認コースと

異なる位置からスタートしたことを西置賜陸上

競技協会事務局、いわゆる陸協事務局に報告を

いたしました。報告を受けました西置賜陸協事

務局では、公認上、問題があるのではないかと

いうことで、スタートまでの経過と競技規則等

の確認をしますとともに、県の陸上競技協会等

関係機関に問い合わせをしていただきました。

その結果、10月の20日に公認にはならないこと

がわかりまして、主催であり、競技運営を担う

西置賜陸協の役員にお集まりいただきまして、

その原因、それから今後の対応について協議し

たところでございます。 

 あわせまして、再発防止策等の検討を行いま

して、24日に庁内対策会議を開催しました。そ

して、25日には、長井マラソン大会運営委員会

で今後の対応について協議をしたところでござ

います。 

 そして、議会、教育委員会への報告を行いま

して、27日に対応策の最終決定、市長決裁をい

ただきまして、27日の公表、参加者への謝罪と

原因等の説明文の郵送等を行ったところでござ

います。 

 公表するまでにはちょっと時間かかったわけ

ですが、しっかりとした原因の究明と、それか

ら再発防止策を含めて示す必要があるものと判

断しまして、必要な対応をとった結果、このよ

うに時間がかかってしまいました。申しわけあ

りませんでした。 

 続きまして、公認コースとして募集した大会

を成立したと言えるのかというご質問でござい

ます。長井マラソン大会に参加いただいた方々

の目的は、もちろんよりよい公認記録を出した

いという方もいらっしゃるわけですけども、大



 

―７６― 

会で上位入賞を狙いたい、他のランナーと競い

合い、自分の力を試したい、フルマラソンのよ

うな長い距離を走りたい、それからゲストラン

ナーと触れ合いたい、長井のコースが好きで、

自然の中で市民の声援を受けながらいい汗を流

したいなどなどさまざまな理由で参加してくだ

さっているというふうに捉えているところでご

ざいます。 

 運営側としましても、先ほど市長のほうから

説明がありましたとおり、地元の高校生、中学

生、安全協会の皆様方など、250名にも上る多

くの市民ボランティアの協力を得まして、また

沿道では、多くの市民の皆さんの熱い声援を送

ってくださいました。そして、千人いも煮会で

ランナーの方をもてなし、ランナーの方には十

分に秋の長井を満喫していただいたものという

ふうに考えているところでございます。 

 なお、この大会で、好記録で走られた登録者

と電話で連絡をとり、お気持ちなどを伺ったと

ころです。お一人の方は、全体のトップでゴー

ルされた方ですが、大会に参加させていただく

ために参加費を払っているんだから、当然返金

の必要はないと思いますというふうに声をして

いただきました。加えて、長井のようなアット

ホームな雰囲気がある大会を今後もぜひ続けて

いってもらいたいと、そういうお話をいただき

ました。 

 また、遠く九州から参加された方、この方も

公認登録者でございます。今回のことはしよう

がない。むしろということで、今後の長井マラ

ソンの公認に対する運営上のアドバイス、安全

な走路の確保等々についてご意見をいただきま

した。 

 残念ながら、スタート位置を誤りましてこの

ような事態となってしまったことにつきまして

は、本当におわびを申し上げるしかございませ

んけれども、長井マラソン大会としては成立し

たものというふうに考えているところでござい

ます。 

○渋谷佐輔議長 小関浩幸生涯スポーツ課長。 

○小関浩幸生涯スポーツ課長 私には、事故が発

生した原因はとのご質問でございますが、初め

に、第30回長井マラソン大会の種目は５種目で、

フルマラソン、ハーフマラソン、フラワー長井

線に乗車しての12.195キロ、３キロ、２キロで

ございます。 

 フルマラソンの参加料は5,500円で、エント

リー数は642人、ハーフマラソンの参加料は

5,000円で、エントリー数は117人、12.195キロ

につきましては4,500円で70人、３キロは一般

2,500円で29人、中学生は1,800円で８人、２キ

ロ小学生は1,800円で57人となっております。 

 遠距離からのエントリー数ですが、923人の

うち県外の方が486人で約53％、宮城県の方の

エントリー数が多く207人で、県外の方の43％

を占めております。遠くからは、北は北海道か

ら５名、南は福岡県、佐賀県、宮崎県から各１

名のエントリーをいただきました。 

 この事件の発生原因についてですが、スター

トの設置につきましては、道路を横断するもの

でもあり、当日朝の作業としており、横断幕設

置は大会運営委員が準備をいたしました。スタ

ート位置を別の大会の印である金属びょうと誤

り、公認コースのスタート位置からゴールより

48メーター手前に設置してしまいました。また、

競技役員を担う西置賜陸上競技協会は、当日の

役割、時間等を確認し、審判長、出発係の競技

役員３名は、スタート位置につきましたが、そ

の誤りに気づかず、スタート10分前の８時55分

ごろに選手を間違った位置に整列させてしまい

ました。 

 さらに残念なことは、平議員からもありまし

たように、午前９時ごろ、スタート地点に向か

っていた生涯スポーツ課職員がスタート位置が

違っていることに気づき、競技役員に移動する

よう主張したのですが、競技役員は時間がない
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こと、既に並んでしまっており、今にもスター

トするといった緊迫した雰囲気に押されたこと、

そして100メーターまでのずれは問題ないとい

ったような発言もあったことから、そのまま定

刻の９時５分にスタートしてしまったことによ

るものでございます。 

 数々の誤りが重なって、修正するチャンスも

あったわけですが、大会役員、競技役員とも30

回を重ね、そしてこのコースでの開催も３回目

といった慣れと油断が招いたものと深く反省し

てるところでございます。 

○渋谷佐輔議長 泡渕栄人地方創生参事。 

○泡渕栄人地方創生参事 私のほうからは、総合

防災訓練のあり方、見直しについて、お答えを

させていただきますが、地域住民が参加した上

で、市役所と関係機関とが定期的に連携を確認

するという取り組みであるということ、それに

あわせて、市民に対し、災害から身を守るとい

う意識づけをするということについては、この

総合防災訓練の取り組みは大変意味のあるもの

であると感じておるところでございます。 

 この総合防災訓練以外でも、市内では各地区

の自主防災組織や学校、幼児施設等においても

定期的に独自に訓練を行っているところであり、

実践的な訓練が行われていると伺っているとこ

ろでございます。このような状況を見ると、地

震や火災、洪水などを想定して、市内全体で災

害に対する備えを工夫を凝らして行っていると

受けとめているところでございます。 

 その上で、この総合防災訓練や学校含めた各

組織による防災訓練などを通して、災害に対す

る備えをより充実させるかということについて

は、あとは想定外の災害にでも迅速に対応でき

るようなさらなる工夫を施すことであると考え

ております。 

 それには、これまで想定していなかったこと

も含めた状況も設定しながら、司令塔の役割で

すとか住民の避難ですとか、そういったものを

確認するようなより実践的な訓練を実施して、

継続していくということであると考えます。 

 例えば、宮城県の大川小学校のように、リー

ダー不在の場合、洪水なら洪水、地震なら地震

といった災害が発生した際に、学校に避難して

いる地域住民も含めて、誰が判断をしてどのよ

うな対応をとるのかといったような具体的な条

件設定のもとで、常日ごろから訓練を実施して

いくといったようなことが考えられると思いま

す。 

 このようなより実践的な訓練をどのように企

画して実践していくのかというところを、今後

議論する余地があると感じております。 

○渋谷佐輔議長 髙石潤一総務課長。 

○髙石潤一総務課長 防災、消防、上水道一体と

なった整備計画の策定についてということで、

昨年６月定例会後の対応はどのように進めてい

るかということでございますが、消防水利のう

ち、消火栓の設置につきましては、道路の改修

計画、水道管の布設替え工事計画及び消火栓整

備予定が一致した場合に消防所管課である消防

本部総務課において予算要求を行いまして、次

年度に新設または更新をしているのが現状でご

ざいます。 

 しかしながら、水道配管が細い路線につきま

しては、水道配管を太くして布設に多額の工事

費を費やして消火栓を設置するよりも、防火水

槽を設置したほうが安価に済む場合もあると思

われます。そうしたことから、各地区からの消

防水利の要望は、設置面積も少なく、工事の簡

単な消火栓を希望されるところが多いようでご

ざいますけれども、水道配管が布設されていな

いか、または配管口径が細く、消火栓が設置で

きないところにつきましては、防火水槽の設置

を推進いたしまして、当該地区に対し、場所の

選定及び用地の確保をお願いしてきておるのが

現状でございます。 

 今後とも断水時に使えなくなることが想定さ
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れる消火栓だけに偏らない、防火水槽も含めた

総合的な消防水利の配置が必要と考えておりま

す。 

 以上のことから、議員ご質問の防災、消防、

上水道一体となった整備の場での検討につきま

しては、今後とも関係機関、部署等が必要に応

じて協議をしながら、地域防災力の向上及び市

民の皆様の安全安心につなげていければという

ふうに考えておるところでございます。 

○渋谷佐輔議長 渋谷正通消防主幹。 

○渋谷正通消防主幹 平議員からの２件のご質問

ございましたので、お答え申し上げます。 

 消防団資機材搬送車の整備状況でございます

けれども、平成27年度、資機材搬送車は15台の

整備を図りまして、ポンプ庫８棟を建設いたし

ました。平成28年度は14台の資機材搬送車を整

備予定でございまして、既に入札が終わり、１

月から順次納入される予定になってございます。 

 ポンプ庫につきましては、11カ所の予定でご

ざいましたけれども、中央地区の１カ所が土地

が見つからないために、既存の車庫をポンプ庫

に改修して移転する予定で、残りの10カ所につ

きまして、２カ所は来週入札による建設発注を

する予定で、残り８カ所は入札による設計の準

備を進めているところでございます。 

 ただ、建設用地が狭いため、昨年建設しまし

た規模より縮小した面積で設計を行い、その後、

建設の入札を実施し、３月完成予定で計画して

ございます。 

 次に、将来的に自主防災組織の資機材搬送車

を運用できる制度をにつきましてでございます

けれども、消防団員が減少をして組織再編によ

り資機材搬送車が運用できなくなった場合でご

ざいますけども、緊急自動車は県の公安委員会

から認定されたものでございまして、一般の方

が運用することはできません。 

 また、回転灯を外した場合でも、朱色ではな

く白色灯に戻す必要がございます。ですので、

先ほど市長が申し上げましたけれども、配備し

た後の運営費、それにつきましての今後の予算

関係につきましても、市及び地区で捻出するの

はちょっと難しいのではないかと思っていると

ころでございます。 

 また、組織再編がありまして消防団員が少な

くなった場合、今までまだまだ消防団の方が現

場に自己車両で駆けつけられているというとこ

ろでございます。１台でも現場に駆けつける車

両を減らす意味でも、資機材搬送車は消防団で

運用するのが一番いいのではないかと思ってい

るところでございます。 

 また、制度改正をせずに自主防災組織の一部

の方だけになってしまいますが、消防車両を運

用できる場合もございます。先ほど市長からご

ざいました通常の消防団員を基本団員といいま

すけれども、それ以外に機能別消防団員に任命

するという制度もございます。機能別消防団員

は、家庭の事情等で基本消防団員と同じ訓練な

どの活動ができない場合や、消防団ＯＢを災害

活動にだけ活動する消防団としたり、大学生徒

を学生消防団員とするなどさまざまな形態の消

防団員を任命する制度でございます。ただ条例

定数の範囲内で任用することになりますので、

経費は全て基本団員と同等の経費負担が伴いま

すし、条例を制定しなければ、ございません。

将来的に基本団員が少なくなった場合は、機能

別消防団員の導入も考えなければなりませんけ

れども、現在のところ、消防団員の入退団につ

いては同数に推移しておりますので予定はござ

いません。 

○渋谷佐輔議長 ５番、平 進介議員、時間がご

ざいません。 

○５番 平 進介議員 大変ありがとうございま

した。 

 ちょっと質問のボリューム多過ぎて、再質問

まで行かなかったわけですが、まず長井マラソ

ンについては、またお二人お聞きしております。
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そちらのほうに譲りたいと思います。 

 以上で終わります。ありがとうございました。 

 

 

 浅野敏明議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、順位２番、議席番号２番、

浅野敏明議員。 

  （２番浅野敏明議員登壇） 

○２番 浅野敏明議員 おはようございます。一

般質問２番目、創生会の浅野敏明でございます。 

 このたびの一般質問では、12月定例会から施

行となります一問一答により災害対策とかわま

ちづくり計画について、大きく２点の質問を行

いますので、よろしくお願いいたします。 

 １番目の質問は災害対策についてご質問いた

します。 

 ことしも日本各地で大規模な災害がありまし

た。４月に熊本地震が発生し、８月には台風10

号に伴う豪雨が岩手県や北海道などに甚大な被

害をもたらしました。 

 災害は各地で毎年のように発生していますが、

昨年の９月上旬の台風17号と18号に伴う線状降

水帯が長時間被災地にとどまったことが原因で

記録的な大雨となり、特別警報が発令になった

にもかかわらず避難指示が伝わらぬまま鬼怒川

の堤防が決壊し、氾濫や土砂災害など甚大な被

害が発生し、死者や多数の行方不明者につなが

ったことはご案内のとおりです。 

 反省点として、１に、聞こえにくかった防災

無線への問い合わせによる多くの電話対応など、

業務の激増に追いつけず災害対策本部内が混乱

していた。２つに、本部に大型地図が掲げられ

ず、被害全体の把握におくれをとった。 

 ３つに、職員の役割分担も不明で、場当たり

的な対応が繰り返されたなどの課題があったこ

とはご承知のことと思います。 

 このたびの災害時には、残念ながら昨年の経

験が生かされなかったのではないかと思います。

台風10号による集中豪雨で岩手県岩泉町の尾本

川が氾濫し、隣接する認知症高齢者グループホ

ームが濁流にのまれ、利用者９名の方が亡くな

られました。岩泉町の対応では、避難指示を出

す準備を進めていたが、いつ出そう、いつ出そ

うと思っているうちに被害情報への対応に追わ

れ出せなかった。さらに、岩泉町長は、指示を

出していたら助かったかもしれないと悔やんだ

との記事が載っていました。 

 また被災地では、こんな大雨や川の氾濫に見

舞われるとは思っていなかった、まさかや想定

外ということが、大きな被害に結びついたとこ

ろもあるかと思います。 

 災害時の対応には市長を初め、市職員の体制、

対応、行動が重要かつ責務であり、それが被害

を最小限にとどめることにつながるものと思い

ます。 

 長井市には大きな災害がない地域だとお墨つ

きがあれば安心して生活できますが、昨今の災

害を見ますと、どこでも起こる可能性があり、

いざ発生した際には災害対策のかなめとして、

迅速、円滑で適切な対応がなされることを願い、

以下、災害対策についてご質問をいたします。 

 この後は、質問席からの質問になりますので、

これで降壇いたします。ご清聴ありがとうござ

いました。 

 それでは、続けさせていただきます。 

 昨年９月の総括質疑で、一昨年の長井市にお

ける豪雨災害に当たっての問題点についてご質

問いたしました。その中で、総務課長からは、

１に、多数の通報や情報提供等が錯綜し、迅速

な対応ができなかった。２つに、職員初動マニ

ュアルどおりに人員体制がとれなかった。３つ

に、避難情報の伝達として、電話連絡やエリア

メールでは心もとなかったと答弁され、今後の

対応として、１に、避難所の担当職員50名ほど


